
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
二
号 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

板 

東 

博 

之 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
三
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

第
十
四
条
の
三
第
五
項
中
「
別
表
第
十
一
に
」
の
下
に
「
掲
げ
る
職
種
の
区
分
に
応
じ
同
表
に
」

を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
一
級
」
を
「
二
級
」
に
改
め
、「
の
給
料
月
額
」
の
下
に
「
及
び
そ
の

給
料
月
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

          

給料月額

月

405,000

455,000

508,000

574,000

655,000

765,000

893,000
備考

号給

　この表の適用を受ける給料月額は、
この表の額に１００分の１０１．８６
を乗じて得た額（その額に１円未満の
端数を生じたときは、これを切り捨て
た額）とする。

７

１

２

３

４

５

６

240b6bec6ffc7cc18c3e3b9b942c950a



 

                 
 



 

 



。 

 

 

 

 



 

 

別
表
第
三
の
三
級
の
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
の
号
番
号
を
削
り
、
同
表
四

級
の
項
中
「
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
」
を
削
る
。 

117 281,900 317,800

118 282,200 318,100

119 282,500 318,400

120 282,700 318,600

121 282,900 318,800

122 283,100 319,100

123 283,400 319,400

124 283,700 319,600

125 283,900 319,800

126 284,100 320,100

127 284,400 320,400

128 284,700 320,600

129 284,900 320,800

130 285,100

131 285,400

132 285,700

133 285,900

134 286,100

135 286,400

136 286,700

137 286,900

基　　　準
給料月額

基　　　準
給料月額

基　　　準
給料月額

基　　　準
給料月額

基　　　準
給料月額

円 円 円 円 円

206,200 217,300 235,900 257,800 290,200

備考　この表の適用を受ける職員の給料月額は、この表の額に100分の101.86を乗じて得た額
     （その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。

定年前再
任用短時
間勤務職
員



別
表
第
五
、
別
表
第
十
及
び
別
表
第
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

 



 
 

                    
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
附
則
第

三
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
及
び
別
表
第
五
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 

（
改
定
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
日
」
と
い
う
。
）
前
に
職
務
の
級
を

異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
別
に
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
改
定
日
に
お
け
る
号
給
に

つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
改
定
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た

場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要

な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
給
与
の
内
払
） 

３ 

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉

別表第十一（第十四条の三、第十四条の四関係） 

報酬等の調整額表 
 

職種 標準的な会計年度任用

職員の職務を行うもの 

相当の知識又は経験を必要とする会

計年度任用職員の職務を行うもの  調整数 

 円 円 

１ 6,600 7,900 

２ 13,200 15,800 

３ 19,800 23,700 

４ 26,400 31,600 

 



県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に

よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

 
（
補
則
） 

４ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 
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